
















はしごを使う前に
はしごを使う時は、次のチェックリストを使って、作業現場の点検をしてください。

あなたやあなたと一緒に働く仲間を守るため、すべてにチェックがついた状態に

なってから、作業を始めましょう。

出典：「シリーズ・ここが危ない

高所作業」中央労働災
害防止協会編

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

□はしごの上部・下部の固定状況を確認している

移動はしご（安衛則第527条）

１ 丈夫な構造

２ 材料は著しい損傷、腐食等がない

３ 幅は30㎝以上

４ すべり止め措置の取付その他転位を防止

するための必要な措置

｢労働安全衛生規則」で定められている事項

「はしごや脚立からの墜落・転落災害をなくしましょう！」

（リーフレット）も確認してください。⇒⇒⇒

（R3. 3）

（作業前点検リスト）
年 月 日 天気（晴・曇・雨・雪）

現場名 確認担当者名

作業前 ８ のチェック！！

※既設はしごを使うときも、チェックしましょう

□（はしごをボルトで取付けている場合）ボルトが緩んだり腐食したりしていない

□はしごの足元に、滑り止め（転位防止措置）がある

□はしごの上端を、上端床から60㎝以上突出している

□はしごの立て掛け角度は、75度程度となっている

□はしごの踏みさんに、明らかな傷みはない

□ヘルメットを着用し、あごひもを
締めている

□靴は脱げにくく、滑りにくい



脚立を使う前に
脚立を使う時は、次のチェックリストを使って、作業現場の点検をしてください。

あなたやあなたと一緒に働く仲間を守るため、すべてにチェックがついた状態に

なってから、作業を始めましょう！

作業前 10 のチェック！！

｢労働安全衛生規則」で定められている事項

（作業前点検リスト）
天気（晴・曇・雨・雪）年 月 日

現場名 確認担当者名

□ねじ、ピンの緩み、脱落、踏みさんの明らかな傷みはない

□天板上や天板をまたいで作業をしない

□作業は２段目以下の踏みさんを使用する
（３段目以下がよりよい）

□脚立は安定した場所に設置している

□開き止めに確実にロックをかけた

□身体を天板や踏みさんに当て、身体を安定させる

□靴は脱げにくく、滑りにくいものを履いている

□ヘルメットを着用し、あごひもをしめている

□作業は頭の真上でしない

□荷物を持って昇降しない

脚立（安衛則第528条）

１ 丈夫な構造

２ 材料は著しい損傷、腐食等がない

３ 脚と水平面との角度を75度以下とし、

折りたたみ式のものは、角度を確実に保つ

ための金具等を整える

４ 踏み面は作業を安全に行うため必要な面積を有する

高さ２ｍ以上での作業時は、墜落制止用器具の使用も必要です！

「はしごや脚立からの墜落・転落災害をなくしましょう！」

（リーフレット）も確認してください。⇒⇒⇒

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
（R3. 3）



厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

足場からの墜落防止措置が
強化されます

●改正労働安全衛生規則　令和5年10月1日から順次施行●

厚生労働省では足場に関する法定の墜落防止措置を定める労働安全衛生規則を
改正し、足場からの墜落防止措置を強化しました。令和5年10月1日（一部規
定は令和 6年 4月 1日）から順次施行します。

また、労働災害防止対策を確実に実施するため、安全衛生経費については適切
に確保してください。

改正のあらまし

一側足場の使用範囲が明確化されます1

足場の点検時には点検者の指名が必要になります2

足場の組立て等の後の点検者の氏名の記録・保存が必要になります3

幅が 1 メートル以上の箇所において足場を使用するときは、原則として本足場を使用する
ことが必要になります。

事業者及び注文者が足場の点検（つり足場を含む。）を行う際は、あらかじめ点検者を指
名することが必要になります。

足場の組立て、一部解体、変更等の後の点検後に、点検者の氏名を記録・保存すること
が必要になります。



令和 6 年 4 月1日以降、幅が 1メートル以上の箇所※において足場を使用するときは、原則として本足場
を使用する必要があります。なお、幅が 1メートル未満の場合であっても、可能な限り本足場を使用して
ください。
つり足場の場合や、障害物の存在その他の足場を使用する場所の状況により本足場を使用することが困難
なときは本足場を使用しなくても差し支えありません。
※足場を設ける床面において、当該足場を使用する建築物等の外面を起点としたはり間方向の水平距離が 1メートル以上ある箇所のこと。

●「幅が1メートル以上の箇所」に関する留意点

足場設置のため確保した幅が 1メートル以上の箇所について、その一部が公道に
かかる場合、使用許可が得られない場合、その他当該箇所が注文者、施工業者、
工事関係者の管理の範囲外である場合等については含まれません。
なお、足場の使用に当たっては、可能な限り「幅が 1メートル以上の箇所」を確
保してください。

● �「障害物の存在その他の足場を使用する場所の状況により本足場を使用する�
ことが困難なとき」とは

・足場を設ける箇所の全
部又は一部に撤去が困
難な障害物があり、建
地を 2 本設置すること
が困難なとき

・建築物の外面の形状が
複雑で、1 メートル未
満ごとに隅角部を設け
る必要があるとき

1m未満

・屋根等に足場を設ける
とき等、足場を設ける
床面に著しい傾斜、凹
凸等があり、建地を 2
本設置することが困難
なとき

・本足場を使用すること
により建築物等と足場
の作業床との間隔※が
広くなり、墜落・転落
災害のリスクが高まる
とき

※足場の使用に当たっては建築物等と足場の作業床との間隔が 30 センチメートル以内とすることが望ましいです。

＜留意点＞
足場を設ける箇所の一部に撤去が困難な障害物があるとき等にお
いて、建地の一部を 1本とする場合は、足場の動揺や倒壊を防止
するのに十分な強度を有する構造としなければなりません。

※図はイメージ。分かり易くするため足場は簡略化して図示しています。

一側足場の使用範囲が明確化されます� 安衛則第561条の 2（新設）1 R6.4.1
施行

1m
以上

1m以上

敷地境界線

道路



事業者又は注文者が足場の点検を行う際は、点検者を指名しなければなりません。

●指名の方法

点検者の指名の方法は「書面で伝達」「朝礼等に際し口頭で伝達」「メール、電話等で伝達あらかじめ点検者の指
名順を決めてその順番を伝達」等、点検者自らが点検者であるという認識を持ち、責任を持って点検ができる方
法で行ってください。

● �点検者について

事業者又は注文者が行う足場の組立て、一部解体又は一部変更の後の点検は、

・足場の組立て等作業主任者であって、足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受講している者

・労働安全コンサルタント（試験の区分が土木又は建築である者）等労働安全衛生法第 88 条に基づく足場
の設置等の届出に係る「計画作成参画者」に必要な資格を有する者

・全国仮設安全事業協同組合が行う「仮設安全監理者資格取得講習」を受けた者

・建設業労働災害防止協会が行う「施工管理者等のための足場点検実務研修」を受けた者

等十分な知識・経験を有する者を指名することが適切であり、「足場等の種類別点検チェックリスト」を活用
することが望ましいです。

事業者又は注文者が行う足場の組立て、一部解体又は一部変更の後の点検後に 2 で指名した点検者の氏
名を記録及び保存しなければなりません。

＜留意点＞
足場の点検後の記録及び保存に当たっては、「足場等の種類別点検チェックリスト」を活用することが望ま
しいです。

足場の点検時には点検者の指名が必要になります�安衛則第567条、第568条、
� 第 655条2

足場の組立て等の後の点検者の氏名の�
記録・保存が必要になります�

安衛則第 567条、第 655条3

R5.10.1
施行

R5.10.1
施行



建設工事従事者の安全及び健康の確保のために 
安全衛生経費の適切な支払いが必要です

建設業における労働災害の発生状況は、長期的に減少傾向にあるものの、いわゆる一人親方等を含めた建
設工事従事者全体では、墜落災害をはじめとする建設工事の現場での災害により、年間約 400 人もの尊い命
が亡くなっています。

労働安全衛生法は元請負人及び下請負人に労働災害防止対策を義務づけており、それに要する経費は元請
負人及び下請負人が義務的に負担しなければならない費用であり、建設業法第 19 条の 3 に規定する「通常
必要と認められる原価」に含まれるものです。建設工事請負契約はこの経費を含む金額で締結することが必
要です。

●労働災害防止対策の実施者及び経費負担者の明確化の流れ
（1）元請負人による見積条件の提示

元請負人は、見積条件の提示の際、労働災害防止対策の実施者及びその経費の負担者の区分を明確化し、
下請負人が自ら実施する労働災害防止対策を把握でき、かつ、その経費を適正に見積もることができる
ようにしなければなりません。

（2）下請負人による労働災害防止対策に要する経費の明示
下請負人は、元請負人から提示された見積条件をもとに、自らが負担することとなる労働災害防止対策
に要する経費を適正に見積った上、元請負人に提出する見積書に明示する必要があります。

（3）契約交渉
元請負人は、「労働災害防止対策」の重要性に関する意識を共有し、下請負人から提出された労働災害
防止対策に要する経費」が明示された見積書を尊重しつつ、建設業法第 18 条を踏まえ、対等な立場で
契約交渉をしなければなりません。

（4）契約書面における明確化
元請負人及び下請負人は、契約内容の書面化に際して、契約書面の施工条件等に、労働災害防止対策の
実施者及びそれに要する経費の負担者の区分を記載し明確化するとともに、下請負人が負担しなければ
ならない労働災害防止対策に要する経費については、他の経費と切り離し難いものを除き、契約書面の
内訳書などに明示することが必要です。

国土交通省では、安全衛生経費が下請負人まで適切に支払われるよう、令和 4 年度より、学識経験者、建
設関係団体等のご協力を得て「安全衛生対策項目の確認表及び標準見積書に関する WG」を設置し、安全衛
生対策項目の確認表、安全衛生経費を内訳として明示するための「標準見積書」の作成・普及に向けた取組
を進めています。「安全衛生対策項目の確認表及び標準見積書に関する WG」での議論や成果等は、順次、
以下の HP で公表します。

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/anzeneisei.html

問い合わせ先：国土交通省 不動産・建設経済局 建設市場整備課 専門工事業・建設関連業振興室
電話番号：03（5253）8111（内線 24813 ／ 24816）



足場の設置が困難な屋根上作業での
墜落防止対策のポイント

建設業における事故の型別
死亡災害発生状況（平成25年）

建設業における墜落による
死亡災害の特徴（平成25年）

「墜落防止のための安全設備設置の作業標準マニュアル」のポイント

建設業の事業主・作業員の皆さまへ

建設業の労働災害による死亡者数は、中長期的には減少していますが、ここ数年は減少数
が鈍っており、毎年300人以上の方が亡くなっています。

事故の型別にみると、墜落・転落による死亡事故が47％を占め、最も大きな割合となって
います。また、墜落した場所でみると、屋根からの墜落事故が多くなっています。スレート
等の屋根の踏み抜きと合わせると、平成25年は43人となり、全体の約27%を占めています。

このような状況を踏まえ、厚生労働省では、平成26年１月に「墜落防止のための安全設備
設置の作業標準マニュアル」を作成しました。

このパンフレットは、短期間に屋根作業が終了し、屋根端部に足場を設置するより安全面
において合理的と考えられる場合に適用できる安全帯取付設備の設置方法と、ハーネス型安
全帯等の使用方法についてとりまとめたものです。

①まっすぐ深くかぶる。

②ヘッドバンドは頭の
大きさに合わせて
調節し確実に固定する。

③アゴひもは緩みがない
ようにしっかり締める。

ハーネス型安全帯は墜落阻止時に身体への負担が少ない
とされている。ベルトにねじれがないか確認しつつ、
長さを調節し、ゆるみがないように着用する。
なお、一度大きな力が加わった安全帯は使用しない。

連結ベルトは
着用前にD環
と連結

［ハーネス型安全帯］

肩ベルト
胸ベルト

腿ベルト

耐滑性、安全性、屈曲性に優れた
靴を選ぶ。

［安全靴］

［保護帽］

○保護具は、事前に取扱説明書の内容を確認・理解し、必ず、点検などを行ってから使用しましょう。

［ランヤード］

ショックアブソーバ付きで、
巻取機能があるものを使用する。

１本式 ２本式

適正な保護具を正しく装着しましょう

足場
31人(19%)

スレート、波板
の踏み抜き
16人(10%)

屋根、屋上
27人(17%)

窓、階段、開口部等
16人(10%)

はしご 12人(8%)

はり、母屋 10人(6%)

その他 48人(30%)
墜落・転落
160人(47%)

崩壊・倒壊
36人(11%)

激突され 27人(8%)

飛来・落下 20人(8%)

はさまれ 19人(6%)

交通事故 33人(10%)

その他 47人(14%)



○屋根勾配が6/10以上の場合など、屋根面を作業床としてみなすには不適切な場合は、屋根用足場などの
作業床の設置が必要です。

○大量の資材で屋根面の多くが覆われてしまう場合などは、適切な作業床を確保するための措置が必要です。

○墜落防止対策の他、立入禁止区域の設定など飛来物災害を防止する措置も併せて行うことが必要です。

安全ブロックのストラップが
適切に機能することを確認
してから、安全帯のD環へ
取り付ける。そのあとで、
スライドをD環から取り外す。

※ストラップの変形・損傷の
有無やロック機能について、
使用前に必ず点検しておく。

フック金具ウェイトバケット

＜主綱固定器具の例＞

操作棒を使って、ガイドボール付きの
パイロットラインを屋根上に通す。
次に、強固な構造物やウェイトバケット
などに一端を固定した主綱をパイロット
ラインと仮固定する。

スライドを主綱に連結し、
はしごを昇り屋根上に上がり、
屋根棟付近で安全ブロックを
主綱に連結する。

スライド

墜落防護が可能な
方向と自由に移動
する方向があるので、
使用前に確認する。

パイロットライン

操作棒
ガイド
ボール

ウェイトバケット
（主綱固定用）

屋根上での作業を始める前に墜落防止対策の要となる、一本目の垂直親綱（主綱）を設置します。
主綱の設置方法の1つは、地上から操作棒を使うやり方です。この方法では、作業開始前（はしご
昇降前）から作業終了時まで、作業者の地上への墜落阻止が期待できます。

❶ ❷ ❸

❹

パイロットラインと仮固定
した主綱を手前側へ引き戻し、
屋根上を通した主綱を強固な
構造物・樹木などに固定する。

ウェイトバケット
（主綱固定用）

※ウェイトバケットの重量は、
この親綱を利用する作業員の
体重程度以上を目安とする。

はしご昇降時は、はしご上方と
脚部を固定する。困難な場合は、
しっかり支える。はしご上端は
60cm以上出し、脚部は平らで、
めりこみのおそれのない状態に
して使用する。

垂直親綱（追加分）
複数の作業員が作業する場合には、
人数分だけ追加する。

安全ブロック

ウェイト
バケットによる
主綱固定の例

主綱
最初に屋根上に
設置する垂直親綱

親綱固定ロープ
主綱（垂直親綱）の脱落を
防ぐもの。けらばに近づく
場合は必要。

フック金具による
主綱固定の例

フック
金具

フック
金具

フック
金具

フック
金具

［作業手順］

垂直親綱（主綱）の設置方法 ① 地上からの主綱の設置のしかた

［操作棒を使った地上からの主綱設置の例］



地上で、はしご上方固定用のロープと
安全ブロックを取り付ける。
次に、はしご上方と脚部をそれぞれ
堅固な構造物に固定する。

はしごを使って軒先に上がり、
軒先の側面に主綱を付けた
フック金具を取り付ける。

もう一方の軒先へフック金具を
取り付け、たるみの
ないよう主綱を
引き、固定する。

安全ブロックのストラップを
はしご支柱の外側を通して、
すみやかに棟を超える。

棟を超えたら、安全ブロックを
主綱に取り付け、ストラップを
D環に連結する。そのあとに、
これまで使用していたストラップ
（移動はしごに付けていたもの）
を外す。

※ストラップの変形・損傷の
有無やロック機能について、
使用前に必ず点検しておく。

主綱

架け替えは、二重に
ストラップを連結してから
一方を外すのがポイント

主綱

主綱

ストラップ

フック金具

1m以内で
作業する

安全ブロックの
ストラップは、
はしご支柱の外側を
通すこと。

フック金具

主綱

安全ブロック

追加した
垂直親綱

垂直親綱（主綱）の設置方法② 移動はしごを使った主綱の設置のしかた

主綱を設置する２つめの方法は、はしご上方と脚部の２点（左右を含めると合計４点）を堅固な
構造物にロープで連結し、はしご上端にショックアブソーバ付き安全ブロックを取り付けた墜落
防護機構を使うやり方です。

主綱
最初に屋根上に
設置する垂直親綱

❶ ❷ ❸

※はしごの踏み桟は墜落
阻止するための強度が
不十分な場合があるので、
落下時の荷重が踏み桟
ではなく、支柱に伝わる
ようにする。

❹

❺

60cm以上
出す。

３点支持
（両手両脚のうち
３点を、はしごと
接する昇降の方法）

ショックアブソーバ付の
安全ブロックの使用

※はしごの固定は、はしごの中心から
左右に１間以上の間隔を確保する。

※はしご上方は、その真下または
建物側に引き寄せて固定する。

※はしごを中心として約１m
程度の範囲内で作業を行う。

はしごは、平らでめりこみの
おそれのない場所に立てる。
また、JIS規格など性能が信頼
できるものを使う。

はしご上方・脚部を
堅固な構造物に
ロープで固定する。

フック金具

親綱固定ロープ
主綱（垂直親綱）の脱落を
防ぐもの。けらばに近づく
場合は必要。

［作業手順］

［移動はしごを使った主綱設置の例］

○屋根勾配が6/10以上の場合など、屋根面を作業床としてみなすには不適切な場合は、屋根用足場などの
作業床の設置が必要です。

○大量の資材で屋根面の多くが覆われてしまう場合などは、適切な作業床を確保するための措置が必要です。

○墜落防止対策の他、立入禁止区域の設定など飛来物災害を防止する措置も併せて行うことが必要です。



けらば付近に近づく場合は、親綱固定ロープで主綱または追加した垂直親綱の水平移動を
拘束する補強が必要です。

１本の主綱（垂直親綱）に
複数の安全ブロックを取り付けて使用しない

けらばに近づく場合は、
親綱固定ロープによる補強を行う

作業者数に応じて、
垂直親綱の増設を行う

けらばには近づかない

例えば、ストラップの長さが5.7ｍの通常の安全ブロックの場合、

軒先の高さが４m以下の建物や安全ブロックの取付位置から地上

までの延べ長さが８m以下の建物では、墜落防止時に地上に衝突

する危険性があります。

このような場合は、小型の安全ブロック（ストラップ長3.5m）を

使用するか、または安全ブロックを取り付ける位置を十分に検討

するようにしてください。

詳細は、最寄りの都道府県労働局、労働基準監督署にお尋ねいただくか、
厚生労働省ホームページをご覧ください。

墜落防止のための安全設備設置の作業標準マニュアル
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/140526-1.html

厚生労働省トップページ ＞ 政策について ＞ 分野別の政策一覧 ＞ 雇用・労働 ＞ 労働基準 ＞ 安全・衛生 ＞
安全衛生関係リーフレット一覧 ＞ - 足場の設置が困難な屋根上作業 - 墜落防止のための安全設備設置の作業標準
マニュアル

屋根上での安全な作業方法

屋根上で作業を行う際は、次の点に注意してください。

複数の作業者が屋根上で作業する場合は、その人数分だけ垂直親綱を屋根上に増設する
必要があります。

軒先の高さが低い建物や安全ブロックの取付位置から地上までの距離が短い場合などは、

ストラップの短い安全ブロックを使用するか、安全ブロックを取り付ける位置をよく検討

する必要があります。

2014.7

けらば



【主唱】厚生労働省、中央労働災害防止協会、建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事

業労働災害防止協会、林業・木材製造業労働災害防止協会、一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会、一般社団法人全

国警備業協会 【協賛】公益社団法人日本保安用品協会、一般社団法人日本電気計測器工業会 【後援】関係省庁（予定）

4月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

（R６.２）厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

STOP！熱中症

準備期間（４月）にすべきこと

きちんと実施されているかを確認し、チェックしましょう

□ 労働衛生管理体制の確立
事業場ごとに熱中症予防管理者を選任し熱中症予防の

責任体制を確立

□ 暑さ指数の把握の準備 JIS規格に適合した暑さ指数計を準備し、点検

□ 作業計画の策定
暑さ指数に応じた休憩時間の確保、作業中止に関する

事項を含めた作業計画を策定

□ 設備対策の検討
暑さ指数低減のため簡易な屋根、通風または冷房設備、

散水設備の設置を検討

□ 休憩場所の確保の検討 冷房を備えた休憩場所や涼しい休憩場所の確保を検討

□ 服装の検討
透湿性と通気性の良い服装を準備、送風や送水により

身体を冷却する機能をもつ服の着用も検討

□ 緊急時の対応の事前確認 緊急時の対応を確認し、労働者に周知

□ 教育研修の実施 管理者、労働者に対する教育を実施

労働災害防止キャラクター

職場での熱中症により毎年約20人が亡くなり、

約８00人が4日以上仕事を休んでいます。

重点取組

準備 キャンペーン期間

キャンペーン
実施要項



□ 暑さ指数の低減効果を再確認し、必要に応じ対策を追加

□ 暑さ指数に応じた作業の中断等を徹底

□ 水分、塩分を積極的に取らせ、その確認を徹底

□ 作業開始前の健康状態の確認を徹底、巡視頻度を増加

□ 熱中症のリスクが高まっていることを含め教育を実施

□ 体調不良の者に異常を認めたときは、躊躇することなく救急隊を要請

□ JIS規格に適合した暑さ指数計で暑さ指数を随時把握

地域を代表する一般的な暑さ指数（環境省）を参考とすることも有効

測定した暑さ指数に応じて以下の対策を徹底

STEP
1

STEP
2

キャンペーン期間（5月～9月）にすべきこと

□ 暑さ指数の低減 準備期間に検討した設備対策を実施

□ 休憩場所の整備 準備期間に検討した休憩場所を設置

□ 服装 準備期間に検討した服装を着用

□ 作業時間の短縮 作業計画に基づき、暑さ指数に応じた休憩、作業中止

□ 暑熱順化への対応
熱に慣らすため、7日以上かけて作業時間の調整

※新規入職者や休み明け労働者は別途調整することに注意

□ 水分・塩分の摂取 水分と塩分を定期的に摂取（水分等を携行させる等を考慮）

□ プレクーリング 作業開始前や休憩時間中に深部体温を低減

□
健康診断結果に

基づく対応

次の疾病を持った方には医師等の意見を踏まえ配慮

①糖尿病、②高血圧症、③心疾患、④腎不全、⑤精神・神経

関係の疾患、⑥広範囲の皮膚疾患、⑦感冒、⑧下痢

□ 日常の健康管理
当日の朝食の未摂取、睡眠不足、前日の多量の飲酒が熱中症

の発症に影響を与えることを指導し、作業開始前に確認

□
作業中の労働者の

健康状態の確認

巡視を頻繁に行い声をかける、「バディ」を組ませる等労働

者にお互いの健康状態を留意するよう指導

□ 異常時の措置

少しでも本人や周りが異変を感じたら、必ず一旦作業を離れ、

病院に搬送する（症状に応じて救急隊を要請）などを措置

※全身を濡らして送風することなどにより体温を低減

※一人きりにしない

暑さ指数の把握と評価

環境省
熱中症予防情報

サイト

重点取組期間（7月）にすべきこと



厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

屋外作業場等において金属アーク溶接等作業を行う皆さまへ

金属アーク溶接等作業について
健康障害防止措置が義務付けられます

1

※作業主任者の選任について経過措置があります（令和４年４月１日施行）

溶接ヒューム（金属アーク溶接等作業（※）において加熱により発生する粒子状物質）について、新

たに特化則の特定化学物質（管理第２類物質）として位置付けました。

※金属アーク溶接等作業
・金属をアーク溶接する作業、

・アークを用いて金属を溶断し、またはガウジングする作業

・その他の溶接ヒュームを製造し、または取り扱う作業

（燃焼ガス、レーザービーム等を熱源とする溶接、溶断、

ガウジングは含まれません）

溶接ヒューム

主な有害性（発がん性、その他の有害性） 性状

発がん性：国際がん研究機関（ＩＡＲＣ）グループ１

ヒトに対する発がん性

その他 ：溶接ヒュームに含まれる酸化マンガン（ＭｎＯ）

について神経機能障害

三酸化二マンガン（Mn₂O₃）について

神経機能障害、呼吸器系障害

溶接により生じた蒸気が空

気中で凝固した固体の粒子

（粒径0.1～1㎛程度）

１．新たに規制の対象となった物質

厚生労働省では、「溶接ヒューム」について、労働者に神経障害等の

健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、労働安

全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則（特化則）等を改正し、新

たな告示を制定しました。

改正政省令・告示は、令和３年４月１日から施行・適用します。

 このリーフレットは、金属アーク溶接等作業を屋外作業場や、毎回異なる屋内作業場で

行う事業者向けのものです。

 金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う方は、リーフレット「金属アーク溶

接等作業を継続して屋内作業場で行う皆さまへ」をご覧ください。

※「屋内作業場」とは、以下のいずれかに該当する作業場をいいます。

・作業場の建屋の側面の半分以上にわたって壁、羽目板その他のしゃへい物が設けられている場所

・ガス、蒸気または粉じんがその内部に滞留するおそれがある場所

※「継続して行う屋内作業場」には、建築中の建物内部等で金属アーク溶接等作業を同じ場所で繰り

返し行わないものは含まれません。



2

２．屋内作業場所・屋外作業場所共通の健康障害防止措置

金属アーク溶接等作業（→１ページ）に労働者を従事させるときは、当該労働者に
有効な呼吸用保護具を使用させることが必要です。

２．特定化学物質としての規制

（２）有効な呼吸用保護具の使用（特化則第38条の21第５項）

 屋内作業場で金属アーク溶接等作業を行う場合は、溶接ヒュームを減少させるため、
全体換気装置による換気の実施またはこれと同等以上の措置を講じる必要があります。

※「同等以上の措置」には、プッシュプル型換気装置、局所排気装置が含まれます。

 「全体換気装置」とは、動力により全体換気を行う装置をいいます。なお、全体換気装置
は、特定化学物質作業主任者（→３ページ）が、1月を超えない期間ごとに、その損傷、
異常の有無などについて点検する必要があります。

【全体換気装置の例】 【局所排気装置の例】

（１）屋内作業場における全体換気装置による換気等
（特化則第38条の21第１項）

（参考）呼吸用保護具の種類

防じんマスク

【取り替え式・全面形面体】【取り替え式・半面形面体】【使い捨て式】

電動ファン付き呼吸用保護具

【全面形面体】 【半面形面体】



● 金属アーク溶接等作業に常時従事する労働者に対し、雇入れまたは当該業務への
配置換えの際およびその後６月以内ごとに１回、定期に、規定の事項について
健康診断を実施する（１次健診）。

● 上記健康診断の結果、他覚症状が認められる者等で、医師が必要と認めるものに
対し、規定の事項について健康診断を実施する（２次健診）。

● 健康診断の結果を労働者に通知する。

● 健康診断の結果（個人票）は、５年間の保存が必要。

● 特定化学物質健康診断結果報告書（特化則様式第３号）を労働基準監督署長に
提出する。

● 健康診断の結果異常と診断された場合は、医師の意見を勘案し、必要に応じて
労働者の健康を保持するために必要な措置を講じる。

金属アーク溶接等作業に常時従事する労働者などに対して、健康診断を行うことが
必要です。

■溶接ヒュームの健診項目

3

「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を修了した者のうちから
作業主任者を選任し、次の職務を行わせることが必要です。

（令和４年３月31日まで経過措置あり→４ページ）

（３）特定化学物質作業主任者の選任（特化則第27条、第28条）

（４）特定化学物質健康診断の実施等（特化則第39条～第42条）

１次検診 ①業務の経歴の調査 ②作業条件の簡易な調査
③溶接ヒュームによるせき等パーキンソン症候群様症状の既往歴の有無の検査
④せき等のパーキンソン症候群様症状の有無の検査 ⑤握力の測定

２次健診 ①作業条件の調査 ②呼吸器に係る他覚症状等がある場合における胸部理学的検査等
③パーキンソン症候群様症状に関する神経学的検査
④医師が必要と認める場合における尿中等のマンガンの量の測定

① 作業に従事する労働者が対象物に汚染され、吸入しないように、作業の方法を
決定し、労働者を指揮すること

② 全体換気装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を１か
月を超えない期間ごとに点検すること

③ 保護具の使用状況を監視すること

※金属アーク溶接等作業に常時従事する場合は、上記とは別に「じん肺健康診断」の実施
（じん肺法第7～9条の2）が必要ですのでご注意ください。



① 安全衛生教育（安衛則第35条）

労働者を新たに雇い入れたときや、労働者の作業内容を変更したときは、労働者が
従事する業務に関する安全または衛生のため必要な事項について、教育を行う。

② ぼろ等の処理（特化則第12条の２）

対象物に汚染されたぼろ（ウエス等）、紙くず等を、ふた付きの不浸透性容器に
納めておく。

③ 不浸透性の床の設置（特化則第21条）

作業場所の床は、不浸透性のもの（コンクリート、鉄板等）とする。

④ 立入禁止措置（特化則第24条）

関係者以外の立入禁止と、その旨の表示を行う。

⑤ 運搬貯蔵時の容器等の使用等（特化則第25条）

対象物を運搬、貯蔵する際は、堅固な容器等を使用し、貯蔵場所は一定の場所に
し、関係者以外を立入禁止にする。

⑥ 休憩室の設置（特化則第37条）

対象物を常時製造・取り扱う作業に労働者を従事させるときは、作業場以外の場所
に休憩室を設ける。

⑦ 洗浄設備の設置（特化則第38条）

以下の設備を設ける。
・洗顔、洗身またはうがいの設備
・更衣設備
・洗濯のための設備

⑧ 喫煙または飲食の禁止（特化則第38条の２）

対象物を製造・取り扱う作業場での喫煙・飲食の禁止と、その旨の表示を行う。

⑨ 有効な呼吸用保護具の備え付け等（特化則第43条、第45条）

必要な呼吸用保護具を作業場に備え付ける。

金属アーク溶接等作業に関し、次の措置を講じることが必要です。

（５）その他必要な措置

4

３．施行日・経過措置

規制の内容
2020(令和2)年 2021(令和3)年 2022(令和4)年

1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月

呼吸用保護具の使用等

特定化学物質
作業主任者の選任

全体換気の実施
特殊健康診断の実施
その他必要な措置

呼吸用保護具の
選択･使用(4/1～)

選任義務
(4/1～)

実施義務(4/1～)

特化則に基づく呼吸用保護具の使用の義務化前

から粉じん則の規定により、労働者に有効な

呼吸用保護具を使用させなければなりません。

改正内容に関する通達・資料はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12725.html

2024/6/17

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12725.html


石綿は平成18年(2006年)9月から輸入、製造、使用などが禁止(罰則あ
り)されていますが、それより以前に着工した建築物・工作物・船舶は石
綿が使用されている可能性が高く、解体工事・改修工事で飛散した石綿の
粉じんを吸い込むと、肺がんや中皮腫を発症するおそれがあります。適切
な対策の実施が必要です。

建築物・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの

改修工事に対する石綿対策の規制が強化されます

■工事対象となる全ての部材について、石綿が含まれているかを事前に
設計図書などの文書と目視で調査し（事前調査）、調査結果の記録を
３年間保存することが義務になります（令和３年４月～）

■建築物の事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等に
行わせることが義務になります（令和５年10月～）

工事開始前の石綿の有無の調査

解体改修工事の受注者（解体改修工事実施者）の皆さま

■石綿が含まれている保温材等の除去等工事の計画は１４日前までに
労働基準監督署に届け出ることが義務になります（令和３年４月～）

■一定規模以上の建築物や特定の工作物の解体・改修工事は、事前調査
の結果等を電子システム（スマホも可）で届け出ることが義務になり
ます（令和４年４月～）

工事開始前の労働基準監督署への届出

■除去工事が終わって作業場の隔離を解く前に、資格者による石綿等の
取り残しがないことの確認が義務になります（令和３年４月～）

吹付石綿・石綿含有保温材等の除去工事に対する規制

■石綿が含まれている仕上塗材をディスクグラインダー等を用いて除去
する工事は、作業場の隔離が義務になります（令和３年４月～）

■石綿が含まれているけい酸カルシウム板第１種を切断、破砕等する
工事は、作業場の隔離が義務になります（令和２年10月～）

■石綿が含まれている成形板等の除去工事は、切断、破砕等によらない
方法で行うことが原則義務になります（令和２年10月～）

石綿含有仕上塗材・成形板等の除去工事に対する規制

■石綿が含まれている建築物、工作物又は船舶の解体・改修工事は、
作業の実施状況を写真等で記録し、３年間保存することが義務に
なります（令和３年４月～）

写真等による作業の実施状況の記録

１



■事前調査の実施
＊調査方法を明確化 ＊資格者による調査
調査結果の３年保存、現場への備え付け

■作業計画の作成
作業計画に基づく作業状況などの写真などによる記録・３年保存

■掲示
■作業時に建材を湿潤な状態にする
■マスク等の使用
■作業主任者の選任
■作業者に対する特別教育の実施
■健康診断の実施

石綿対策の規制が変わりました

改正後の規制(改正石綿障害予防規則)

計画届の提出*14日前まで

(レベル２まで拡大)

レベル１建材 レベル２建材 レベル３建材けい酸ｶﾙｼｳﾑ板第１種(破砕時)
仕上塗材(電動工具での除去時)

石綿飛散の危険性

高 低

事前調査結果等の報告（一定規模以上の工事が対象）

■作業場所を隔離し、
負圧を維持

■集じん・排気装置の初回時・
変更時の点検

■作業前・作業中断時の
負圧点検

■隔離解除前の取り残し確認

作業場所の隔離

[参考]改正前の規制(石綿障害予防規則)

（レベル１建材のみ）計画届の提出

（レベル２建材のみ）作業届の提出

（全てのレベルで実施）
事前調査の実施、作業計画の作成、掲示、作業時に建材を湿潤な状態にする、
マスク等の使用、作業主任者の選任、作業者に対する特別教育の実施、健康診断の実施

（レベル１・２建材）
作業場所を隔離し負圧を維持、集じん・排気装置の初回時点検、作業前の負圧点検

＊下線部が改正事項

２



工事の種類
規制内容

全ての解体・改修工事

建築物 工作物 船舶

事前調査の実施、記録の３年保存 ● ● ●

事前調査に関する資格者要件 ●

事前調査結果等の報告（工事開始前まで） ●※１ ●※２

作業計画の作成（石綿含有建材がある場合） ● ● ●

計画の届出（工事開始の14日前まで） ●※３ ●※３ ●※３

■工事開始前まで■

■工事開始後（石綿含有建材を扱う作業に限る）■

※１床面積80m2以上の解体工事または請負金額100万円以上の改修工事に限る
※２請負金額100万円以上の特定の工作物の解体工事または改修工事に限る
※３吹付石綿等（レベル１建材）または石綿含有保温材等（レベル２建材）がある場合に限る

作業の種類

主な規制内容

吹
付
石
綿
、
保
温

材
等
の
除
去
等

け
い
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

板
第
１
種
の
破
砕
等

仕
上
塗
材
の
電
動
工

具
に
よ
る
除
去

ス
レ
ー
ト
板
等
の

成
形
品
の
除
去

事前調査結果の作業場への備え付け、掲示 ● ● ● ●

石綿作業主任者の選任・職務実施 ● ● ● ●

作業者に対する特別教育の実施 ● ● ● ●

作業場所の隔離 ● ● ●

隔離空間の負圧維持・点検・解除前の除去完了確認 ●

作業時に建材を湿潤な状態にする ● ● ● ●

マスク、保護衣等の使用 ● ● ● ●

関係者以外の立入禁止・表示 ● ● ● ●

石綿作業場であることの掲示 ● ● ● ●

作業者ごとの作業の記録・40年保存 ● ● ● ●

作業実施状況の写真等による記録・３年保存 ● ● ● ●

作業者に対する石綿健康診断の実施 ● ● ● ●

工事・作業別の規制内容の早見表

3
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■工事対象となる全ての部材について事前調査が必要

■事前調査は、設計図書などの文書および目視による必要

■事前調査で石綿の使用の有無が明らかにならなかった場合には、
分析による調査の実施が義務
※石綿が使用されているものとみなして、ばく露防止措置を講ずれば、分析は不要

規制内容の詳細・解説

工事開始前の石綿の有無の調査(方法の明確化) 令和３年４月１日施行

◆「目視」とは、単に目で見て判断することではなく、現地で部材の
製品情報などを確認することをいう

◆目視ができない部分は、目視が可能となった時点で調査

◆石綿が使用されていないと判断するためには、製品を特定した上で、
以下のいずれかの方法によらなければならない

・その製品のメーカーによる証明や成分情報などと照合する方法

・その製造年月日が平成18年9月1日以降であることを確認する方法

◆以下の確認ができる場合は、目視等によらなくてもよい

・過去に行われた事前調査に相当する調査の結果の確認

・インベントリ確認証書が交付されている船舶のインベントリの確認

・着工日が平成18年9月1日以降であることの確認

◆以下に該当する場合は、石綿の飛散リスクはないと判断できるので
調査不要

・木材、金属、石、ガラス、畳、電球などの石綿が含まれていない

ことが明らかなものの工事で、切断等、除去または取り外し時に
周囲の材料を損傷させるおそれのない作業

・工事対象に極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業

・現存する材料等の除去は行わず、新たな材料を追加するのみの
作業

・石綿が使用されていないことが確認されている特定の工作物の
解体・改修の作業

４



■事前調査や分析調査は、要件を満たす者が実施する必要

工事開始前の石綿の有無の調査 令和５年10月１日施行

◆事前調査を実施することができる者

・特定建築物石綿含有建材調査者

・一般建築物石綿含有建材調査者

・一戸建て等石綿含有建材調査者
※一戸建て住宅・共同住宅の住戸の内部に限定

・令和５年９月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者

◆分析調査を実施することができる者

・厚生労働大臣が定める分析調査者講習を受講し、修了考査に
合格した者

・公益社団法人日本作業環境測定協会が実施する「石綿分析技術の評
価事業」により認定されるAランク若しくはBランクの認定分析技術
者又は定性分析に係る合格者

・一般社団法人日本環境測定分析協会が実施する「アスベスト偏光顕
微鏡実技研修（建材定性分析エキスパートコース）修了者」

・一般社団法人日本環境測定分析協会に登録されている「建材中のア
スベスト定性分析技能試験（技術者対象）合格者」

・一般社団法人日本環境測定分析協会が実施する「アスベスト分析法
委員会認定JEMCAインストラクター」

・一般社団法人日本繊維状物質研究協会が実施する「石綿の分析精度
確保に係るクロスチェック事業」により認定される「建築物及び工
作物等の建材中の石綿含有の有無及び程度を判定する分析技術」の
合格者

■調査結果の記録は、３年間保存する必要

■調査結果の写しを工事現場に備え付け、概要を見やすい箇所に
掲示することも義務

令和３年４月１日施行

◆調査結果の記録項目

・事業者の名称・住所・電話番号、現場の住所、工事の名称・概要

・事前調査の終了年月日

・工事対象の建築物・工作物・船舶の着工日、構造

・事前調査の実施部分、調査方法、調査結果（石綿の使用の有無とその
判断根拠） ５



報告対象工事・報告内容

工事開始前の労働基準監督署への報告 令和４年４月１日施行

◆報告が必要な工事

① 解体部分の床面積が80m2以上の建築物の解体工事

※建築物の解体工事とは、建築物の壁、柱および床を同時に撤去する

工事をいう

② 請負金額が100万円以上の建築物の改修工事

※建築物の改修工事とは、建築物に現存する材料に何らかの変更を加える

工事であって、建築物の解体工事以外のものをいう
※請負金額は、材料費も含めた工事全体の請負金額をいう

③ 請負金額が100万円以上の以下の工作物の解体工事・改修工事

・反応槽、加熱炉、ボイラー、圧力容器
・配管設備（建築物に設ける給水・排水・換気・暖房・冷房・排煙設備等を

除く）

・焼却設備
・煙突（建築物に設ける排煙設備等を除く）

・貯蔵設備（穀物を貯蔵するための設備を除く）

・発電設備（太陽光発電設備・風力発電設備を除く）

・変電設備、配電設備、送電設備（ケーブルを含む）

・トンネルの天井板
・プラットホームの上家、鉄道の駅の地下式構造部分の壁・天井板
・遮音壁、軽量盛土保護パネル

◆電子システムで報告が必要な内容

・事業者の名称・住所・電話番号・労働保険番号、現場の住所、
工事の名称・概要・工事期間

・事前調査の終了年月日、事前調査を実施した者の氏名等
・工事対象の建築物・工作物の着工日、構造の概要
・床面積（建築物の解体工事）または請負金額（その他の工事）
・石綿作業主任者の氏名
・事前調査結果の概要（材料ごとの石綿使用の有無、判断根拠）
・作業の種類・切断等の作業の有無・作業時の措置

◆報告の方法

・複数の事業者が同一の工事を請け負っている場合は、元請事業者が請
負事業者に関する内容も含めて報告する必要

・平成18年９月１日以降に着工した工作物について、同一の部分を定
期的に改修する場合は、一度報告を行えば、同一部分の改修工事につ
いては、その後の報告は不要

６



■隔離場所の集じん・排気装置に、設置場所など何らかの変更
を加えたときにも、排気口からの石綿等の粉じんの漏洩の
有無を点検する必要

■作業中断時にも隔離場所の前室が負圧に保たれているか
点検する必要

■除去作業終了後に隔離を解く前に、資格者による取り残しが
ないことの目視による確認が必要

吹付石綿・石綿含有保温材等の除去工事に対する規制
令和３年４月１日施行

◆負圧の点検は、作業開始前に加えて、作業中断時に作業者が集中
して前室から退出するタイミングで実施する必要
※作業中断時とは、休憩等で作業を中断した時や何日間か継続する作業において最終日以

外の日の作業を終了した時をいう

◆取り残しがないことの確認ができる資格者

・除去作業の石綿作業主任者

・事前調査を実施する資格を有する者（建築物に限る）

◆取り残しがないことの確認は、分析等は不要

石綿含有仕上塗材をディスクグラインダーまたはディスクサン
ダーで除去するときは、ビニルシートなどにより作業場所を隔離
し、湿潤な状態に保ちながら作業をする必要

石綿含有仕上塗材の除去工事に対する規制 令和３年４月１日施行

◆作業場所の隔離は、負圧に保つ必要はない

◆高圧水洗工法、超音波ケレン工法等は作業場所の隔離不要

７



■石綿含有成形品（スレート、ボード、タイル、シートなど）の
除去は、切断・破砕等以外の方法による必要
（技術上困難な場合を除く ）

■けい酸カルシウム板第１種をやむを得ず切断・破砕等するとき
は、ビニルシートなどにより作業場所を隔離し、湿潤な状態に
保ちながら作業をする必要

※作業場所の隔離は、負圧に保つ必要はない

成形板等の除去工事に対する規制 令和２年10月１日施行

・石綿含有建材の除去等作業時に、湿潤な状態にすることが
著しく困難なときは、除じん性能付き電動工具の使用など、
石綿粉じんの発散防止措置に努める必要

８

◆技術上困難な場合とは：

材料が下地材などと接着材で固定されており、切断等を行わずに
除去することが困難な場合や、材料が大きく切断等を行わずに手
作業で取り外すことが困難な場合など

◆切断・破砕等以外の方法とは：

ボルトや釘等を撤去し、手作業で取り外すことなどをいう

建材を湿潤な状態にすることが困難な場合の措置
令和３年４月１日施行

◆湿潤な状態にする方法には：

散水による方法、固化剤を吹き付ける方法のほか、剥離剤を使用
する方法も含まれる

◆発散防止措置には：

除じん性能付き電動工具の使用以外に、作業場所を隔離すること
が含まれる



■３年間保存すべき記録の内容・記録方法

写真等による作業の実施状況の記録 令和３年４月１日施行

40年の保存義務がある労働者ごとの作業の記録に追加が
必要な項目

９

◆以下の内容が確認できるよう写真等により記録し、３年間
保存する必要（⑥は文書等による記録で可）

①事前調査結果等の掲示、立入禁止表示、喫煙・飲食禁止の掲示、
石綿作業場である旨等の掲示状況

②隔離の状況、集じん・排気装置の設置状況、前室・洗身室・

更衣室の設置状況

③集じん・排気装置からの石綿等の粉じんの漏洩点検結果、負圧
の点検結果、隔離解除前の除去完了確認の状況

④作業計画に基づく作業の実施状況（湿潤化の状況、マスク等の
使用状況も含む）
※同様の作業を行う場合も、作業を行う部屋や階が変わるごとに記録する必要

⑤除去した石綿の運搬または貯蔵を行う際の容器など、必要な事
項の表示状況、保管の状況

⑥作業従事者および周辺作業従事者の氏名および作業従事期間

◆記録は、写真のほか、動画による記録も可能

撮影場所、撮影日時等が特定できるように記録する必要

労働者ごとの作業の記録項目の追加 令和３年４月１日施行

◆事前調査結果の概要

６ページ目の「電子システムで報告が必要な内容」と同様

◆作業の実施状況の記録の概要

写真等をそのまま保存する必要はなく、保護具の使用状況も含め
た措置の実施状況についての文章等による簡潔な記載による記録



厚生労働省

都道府県労働局・労働基準監督署



自律的な管理が今後の規制の基軸になります！

このリーフレットは、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令（令和４年政令第51号）」「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令（令和4年厚生労働省令
第91号）」等の主要な内容を分かりやすく解説することを目的としたものです。改正の詳細については、これらの政令、省令をご確認ください。

労働者が安全に働くために職場における

新たな化学物質規制が
導入されます

労働安全衛生法の関係政省令が改正されました

1 ラベル・SDSの伝達や、リスクアセス
メントの実施義務対象物質が大幅
に増加します※１

POINT

2 リスクアセスメント結果を踏まえ、労
働者がばく露される濃度を基準値
以下とすることが義務付けられます

POINT

3 化学物質を製造・取り扱う労働者
に、適切な保護具を使用させること
が求められます※3

POINT

4 自律的な管理に向けた実施体制
の確立が求められます（化学物質管理者
の選任、リスクアセスメント結果等の記録作成・保存等）

POINT

※２

※1・・・・国によるGHS 分類で危険性・有害性が確認された全ての物質が順次対象に追加
※2・・・・厚生労働大臣が定める物質（濃度基準値設定物質）が対象
※3・・・・皮膚への刺激性・腐食性・皮膚吸収による健康影響のおそれがないことが明らかな物質以外の全ての物質が対象

これまで以上に事業者の主体的な取組が求められます
ラベル・SD S の伝達やリスクアセスメントの実施がこれまで以上に重要になります

石綿等
管理使用が
困難な物質

自主管理が困難で
有害性が高い物質

GHS分類で
危険有害性がある物質

許容濃度又はばく露限界値が
示されている危険・有害な物質

GHS分類で危険有害性に該当しない物質

8
物質

123
物質

数万
物質

674
物質

国のGHS分類により危険性・有
害性が確認された全ての物質

国によるGHS
未分類物質

ラベル・SDSによる伝達義務

リスクアセスメント実施義務

ばく露を基準
以下とする義務

ラベル・SDSによる
伝達努力義務
リスクアセスメント
実施努力義務

ばく露を最小限
度にする義務

適切な保護眼鏡、保護手袋、保護衣等の使用
義務・努力義務

約2,900物質
（国がモデルラベル・SDS作成済みの物質） 数万物質

ばく露を最小限度に
する努力義務

有害性に関する情報量

これまでの化学物質規制 見直し後の化学物質規制

製造・使用等の禁止

特化則・有機則等
に基づく

個別具体的な措置

一般的な措置義務
(具体的な措置基準なし)

ラベル・SDS・
リスクアセスメント

義務

・都道府県労働局・労働基準監督署

SDS及び作業現場の確認 リスクアセスメントの実施 リスク低減措置の実施

321



ラベル・SDS通知、リスクアセスメント対象物質が大幅に増加します

ラベル表示、SDS等による通知とリスクアセスメント実施の義務の対象となる物質（リスクアセスメント対象
物）に、国によるGHS分類で危険性・有害性が確認された全ての物質を順次追加します。

674物質
改正前

国がGHS分類済 約2900物質
+ 以降新たに分類する物質

改正後（順次追加後）

リスクアセスメント結果に基づくばく露低減措置が求められます

リスクアセスメント結果を踏まえ、労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される程度を最小限度にす
ることが義務付けられます。
さらに、厚生労働大臣が定める物質（濃度基準値設定物質）は、リスクアセスメント結果を踏まえ労働
者がばく露される濃度を基準値以下とすることが義務付けられます。

労働者がばく露される程度を最小限度とすることや、濃度基準の遵守が義務付けられます

ばく露低減に向け適切な手段を事業者自らが選択します

リスクアセスメント結果を踏まえ、ばく露低減に向けた適切な手段を事業者自らが選択の上、実施します。

ポイント！
濃度基準値が定められていない物質は、「米国政府労働衛生専門家会議
（ACGIH）のばく露限界値」等を参考に、当該濃度以下とするよう努めま
しょう。

リスクアセスメント結果等に関する記録の作成・保存や、労働者の意見聴取が義務付けられます

リスクアセスメントの結果と、ばく露低減措置の内容等は、関係労働者に周知するとともに、記録を作成し、
次のリスクアセスメント実施までの期間（ただし、最低３年間）保存することが義務付けられます
また、措置の内容と労働者のばく露の状況を、労働者の意見を聴く機会を設け、記録を作成し、３年間
保存※することが義務付けられます。 ※がん原性物質は30年間保存

その他、必要に応じて医師等が必要と認める項目の健康診断を行い、その結果に基づき必要な措置や、
健康診断の記録を作成し、5年間保存※することが義務付けられます。 ※がん原性物質は30年間保存

R4年2月改正・R6年4月施行
発がん性、生殖細胞変異原性、生殖
毒性、急性毒性のカテゴリーで区分１
に分類された234物質が義務対象に
追加。

R4年度中改正・R7年4月施行予定
左記以外のカテゴリーで区分１に分類
された約700物質を義務対象に追加
予定。

R5年度中改正・R8年4月施行予定
健康有害性のカテゴリーで区分２以下
又は物理化学的危険性の区分に分
類された約850物質を義務対象に追
加予定。

ポイント！
リスクアセスメントやばく露低減措置では、濃度基準値以下であるかを必ず確
認しましょう。その際、推定ツール（CREATE-SIMPLE等）や、実測法
（個人ばく露測定、簡易測定法等）を組み合わせて行うことが効果的です。

換気装置等を
設置し稼働

有効な呼吸用
保護具の使用

代替物質
の使用

作業方法
の改善

CREATE-SIMPLE

個人ばく露測定



自律的管理に向けた実施体制の確立が求められます
化学物質管理者等の選任が義務化されます

また、リスクアセスメント結果に基づき労働者に保護具を使用させる事業場では、「保護具着用管理責任者」
を選任し、有効な保護具の選択、使用状況の管理等に関わる業務に従事させることが義務付けられます

リスクアセスメント対象物を製造・取扱い・譲渡提供する事業者は、化学物質管理者の選任が義務化されます。
【選任要件】
化学物質管理に関わる業務を適切に実施できる能力を有する者

【職務】
ラベル・SDS等の確認、リスクアセスメン
トの実施管理、ばく露防止措置の実施
管理や、化学物質の自律的な管理に
関わる各種対応等

衛生委員会の付議事項が追加されます

衛生委員会の付議事項に下記を追加し、自律的
な管理の実施状況の調査審議を義務付けます。
リスクアセスメント結果に
基づくばく露低減措置

健康診断結果や
それに基づく措置

雇い入れ時における化学物質の安全衛生に
関する教育が全業種で必要になります

一部の業種は省略されていた雇入れ時の危険有
害作業に関する教育について、省略規定を廃止。

一部の業種は除外
改正前

全ての業種
改正後

SDS等による情報伝達が強化されます
SDSの記載項目の追加や、定期確認・更新が必要になります

電子メールや二次元コード等でのSDS通知が可能になります
SDSの通知手段は、譲渡提供をする相手方
がその通知を容易に確認できる方法であれ
ば、事前に相手方の承諾を得なくても採用
可能になります。

化学物質を事業場内で別容器で保管する際も情報伝達が必要になります

下記のような場合も、ラベル表示・文書の交付等の方法による、内
容物の名称やその危険・有害性情報の伝達が義務付けられます。
 リスクアセスメント対象物を他の容器に移し替えて保管する場合
 自ら製造したリスクアセスメント対象物を容器に入れて保管する場合

電子メール
の送信

HPのURLや
二次元コード
の伝達

• 通知事項に「想定される用途
及び当該用途における使用
上の注意」が追加されます。

• 成分の含有量は、原則
として、重量%の記載が
必要になります。

• 「人体に及ぼす作用」を定期的
（5年以内ごとに1回）に確認・
更新することが義務付けられます。

皮膚等への障害防止のため、保護具の適切な着用が求められます
皮膚等への障害を引き起こしうる化学物質を製造・取扱う業務に労働者を従事させる場合、物質の有
害性に応じて、労働者に障害等防止用保護具を使用させなければなりません。

※健康障害を起こすおそれのあることが明らかな物質：義務
※上記を除き、健康障害を起こすおそれがないことが明らかなもの以外の物質：努力義務

皮膚・眼刺激性
皮膚腐食性

皮膚から吸収され健康障害を
引き起こしうる化学物質

リスクアセスメント対象物の製造事業場 専門的講習の修了者

上記以外の事業場 資格要件なし（専門的講習の受講を推奨）

ポイント！
化学物質の種類や取扱い内
容により適切な保護具は異
なります。必ず確認しましょう。



詳細はこちら

新たな化学物質規制への移行に向け、チェックリストの各項目を参考に、
施行期日までに対応できるよう、準備を進めましょう。

新たな化学物質規制に関するチェックリスト

分野 関係条項 項目 質問 チェック 施行
期日

化
学
物
質
管
理
体
系
の
見
直
し

安衛令
別表第９

ラベル表示・SDS等
による通知の
義務対象物質

ラベル表示や安全データシート（SDS）等による通知、リスクアセスメントの実施をしなけれ
ばならない化学物質（リスクアセスメント対象物）が、「国によるGHS分類で危険性・有害
性が確認された全ての物質」へと拡大することを知っていますか？

③
※令和7
年以降も
順次追加

安衛則
第577条の２
第577条の３

リスクアセスメント
対象物に関する
事業者の責務

リスクアセスメント対象物について、労働者のばく露が最低限となるように措置を講じています
か？ ②
濃度基準値設定物質について、労働者がばく露される程度を基準値以下としていますか？ ③
措置内容やばく露について、労働者の意見を聞いて記録を作成し、保存していますか？
（保存期間はがん原性物質が30年、その他は3年） ②、③
リスクアセスメント対象物以外の物質もばく露を最小限に抑える努力をしていますか？ ②

安衛則
第594条の２
第594条の３

皮膚等障害化学
物質等への

直接接触の防止

皮膚への刺激性・腐食性・皮膚吸収による健康影響のおそれのあることが明らかな物質の
製造・取り扱いに際して、労働者に保護具を着用させていますか？ ③
上記以外の物質の製造・取り扱いに際しても、労働者に保護具を着用させるよう努力してい
ますか？（明らかに健康障害を起こすおそれがない物質は除く） ②

安衛則
第22条

衛生委員会の
付議事項 衛生委員会で、自律的な管理の実施状況の調査審議を行っていますか？ ②、③

安衛則
第97条の２

がん等の
把握強化

化学物質を扱う事業場で、1年以内に2人以上の労働者が同種のがんに罹患したことを把
握したときは、業務起因性について、医師の意見を聞いていますか？ ②
医師に意見を聞いて業務起因性が疑われた場合は、労働局長に報告していますか？

安衛則
第34条の２の８

リスクアセスメント
結果等の記録

リスクアセスメントの結果及びリスク低減措置の内容等について記録を作成し、保存していま
すか？（最低3年、もしくは次のリスクアセスメントが3年以降であれば次のリスクアセスメント
実施まで）

②

安衛則
第34条の２の10

労働災害発生
事業場等への

指示
労災を発生させた事業場等で労働基準監督署長が必要と認めた場合に、改善措置計画
を労基署長に提出、実施する必要があることを知っていますか？ ③

安衛則
第577条の２第
３項から第５項、
第８項、第９項

健康診断等

リスクアセスメントの結果に基づき、必要があると認める場合は、リスクアセスメント対象物に係
る医師又は歯科医師による健康診断を実施し、その記録を保存していますか？（保存期
間はがん原性物質が30年、その他は５年） ③濃度基準値を超えてばく露したおそれがある場合は、速やかに医師又は歯科医師による健
康診断を実施し、その記録を保存していますか？（保存期間はがん原性物質が30年、そ
の他は５年）

実
施
体
制
の

確
立

安衛則
第12条の５

化学物質
管理者 化学物質管理者を選任していますか？ ③

安衛則
第12条の６

保護具着用
管理責任者 （労働者に保護具を使用させる場合）保護具着用管理責任者を選任していますか？ ③

安衛則
第35条

雇い入れ時
教育

雇入れ時等の教育で、取り扱う化学物質に関する危険有害性の教育を実施しています
か？ ③

情
報
伝
達
の
強
化

安衛則
第24条の15

第１項・第３項、
第34条の２の３

SDS通知方法の
柔軟化

SDS情報の通知手段として、ホームページのアドレスや二次元コード等が認められるように
なったことを知っていますか？ ①

安衛則
第24条の15第２
項・第３項、第
34条の２の５第
２項・第３項

「人体に及ぼす作
用」の確認・更新

5年以内ごとに1回、SDSの変更が必要かを確認し、変更が必要な場合には、1年以内に
更新して顧客などに通知していますか？ ②

安衛則
第24条の15第１
項、第34条の２
の４、第34条の

２の６

SDS通知事項の
追加等

SDS記載事項に、「想定される用途及び当該用途における使用上の注意」を記載していま
すか？

③SDS記載の成分の含有量を10％刻みではなく、重量％で記載していますか？
※含有量に幅があるものは、濃度範囲による表記も可。

安衛則
第33条の２

別容器等での
保管

リスクアセスメント対象物を他の容器に移し替えて保管する際に、ラベル表示や文書の交付
等により、内容物の名称や危険性・有害性情報を伝達していますか？ ②

そ
の
他

特化則、有機則、
鉛則、
粉じん則

個別規則の
適用除外

労働局長から管理が良好と認められた事業場は、特別規則の適用物質の管理を自律的な
管理とすることができることをを知っていますか？ ②

特化則、有機則、
鉛則、
粉じん則

作業環境測定結
果が第3管理区分

の事業場

左記の区分に該当した場合に、外部の専門家に改善方策の意見を聞き、必要な改善措
置を講じていますか？ ③措置を実施しても区分が変わらない場合や、個人サンプリング測定やその結果に応じた保護
具の使用等を行ったうえで、労働基準監督署に届け出ていますか？

特化則、有機則、
鉛則、

四アルキル則
特殊健康診断 作業環境測定等の結果に基づいて、特殊健康診断の頻度が緩和されることを知っています

か？ ②

（注）施行期日の①～③は以下に対応。
規制の変更が2段階に分けて実施される項目もある。
①2022年（令和4年）5月31日（施行済）
②2023年（令和5年）4月1日
③2024年（令和6年）4月1日 R4.8



厚生労働省労働基準局

広報キャラクター たしかめたん

労働安全衛生関係の一部の手続の

電子申請が義務化されます

事業主の皆さまへ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisak
unitsuite/bunya/koyou_roudou/rou
doukijun/denshishinsei.html

電子申請の詳細は

こちらからご確認ください。

2 0 2 5年１月１日より以下の手続について、

電子申請が原則義務化されます

 労働者死傷病報告

 総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告

 定期健康診断結果報告

 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告

 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告

 有機溶剤等健康診断結果報告

 じん肺健康管理実施状況報告

・都道府県労働局・労働基準監督署

義務化されるもの以外にも...

• 足場／局所排気装置等の設置・移転・変更届

（労働安全衛生法第88条に基づく届出）

• 特定化学物質など各種特殊健康診断結果報告

• 特定元方事業者の事業開始報告

など多くの届出等が電子申請可能です

電子申請をご利用いただくと、労働基準監督署へ来署せず
に手続きすることができます。

 時 間 や 場 所 に と ら わ れ ず に 手 続 き が 可 能

 ス マ ホ や タ ブ レ ッ ト 、 パ ソ コ ン 上 だ け で 手 続 き が完 了

 電 子 署 名 ・ 電 子 証 明 書 の 添 付 は 不 要

ぜひ電子申請をご利用ください！
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